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小金井市分別収集計画 
 

１ 計画策定の意義 

 

 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、良好な環境を次世代に引き継ぐた

めには、大量生産、大量消費及び大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイ

ルを見直し、環境への負荷の少ない循環型社会を形成していく必要がある。その

ためには、社会を構成する主体である市民、事業者及び行政がそれぞれの立場で

その役割を認識し、履行していくことが重要である。 

また、新たな廃棄物最終処分場の確保は非常に困難なものとなっており、次の

候補地の目処がたっていないという厳しい状況にあるため、埋立処分量の削減に

取り組む必要がある。 

  小金井市では、家庭ごみの一部有料化や燃やさないごみの３分別収集等、市民

及び事業者と連携し、ごみ減量・リサイクルの推進に取り組んでいるところであ

る。 

本計画は、このような状況のなか容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律（以下｢法｣という。）第８条に基づいて容器包装廃棄物を分別収

集することにより、容器包装廃棄物の削減、リユース及びリサイクルの推進並び

に最終処分量の削減を図ることを目的とし、市民、事業者及び行政のそれぞれの

役割や具体的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって取り組

むべき方針を示したものである。 

 

２ 基本的方向 

 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・ 容器包装廃棄物の排出抑制、リユース及びリサイクルを基本とした地域社会

づくり 

・ 関係者が一体となった取組による環境負荷の低減 

 

３ 計画期間 

 

本計画の計画期間は令和２年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定す

る。 

 

４ 対象品目 

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製

容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、ダンボール製容器、ペット製容

器及びプラスチック製容器包装（ペット製容器以外のもの）を対象とする。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

(法第８条第２項第１号) 

 

        2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

容器包装廃棄物 5,735t 5,744t 5,751t 5,754t 5,754t 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

(法第８条第２項第２号) 

 

容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、以下の方策を実施する。なお、

実施にあたっては、市民、事業者及び行政がそれぞれの立場から役割を分担し、

相互に協力・連携を図ることが重要である。 

 

⑴ 環境教育及び啓発活動の充実 

学校や町会・自治会等での出前講座及びごみ処理施設の見学会等あらゆる機

会を活用し、ごみ排出量及びごみ処理に要する経費の状況並びに最終処分場の

ひっ迫等について環境教育を行い、認識を深めてもらう。 

また、ごみ減量キャンペーン、チラシの全戸配布、広報誌「ごみ減量・リサ

イクル特集号」の発行、市ホームページやごみ分別アプリ、ごみ減量啓発ＤＶ

Ｄ・冊子等を活用して、ごみの排出抑制、ごみの分別排出、再使用及び再生利

用の意義・効果等に関する啓発活動を充実させる。 

 

⑵ 市民及び事業者との協働によるごみ減量意識の向上 

市民及び事業者と連携してノーレジ袋キャンペーンを実施し、マイバッグ持

参の徹底等を積極的に呼び掛け、レジ袋の削減を推進する。 

また、リサイクル推進協力店認定制度の認定店舗数の拡大に取り組み、過剰

包装の抑制、ばら売り・量り売り及びリサイクル商品の利用等を促進し、市民

及び事業者との協働によるごみ減量意識の向上を図る。 

 

 ⑶ ごみの分別指導の徹底 

清掃指導員によるごみの分別指導を徹底し、適正処理を推進する。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の

収集に係る分別の区分               

(法第８条第２項第３号) 

 

再商品化計画、収集機材及び選別施設等を勘案し、容器包装廃棄物の種類及び

収集に係る分別の区分を以下のとおりとする。 
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(引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶 

主として 

ガラス製の 

容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

ガラスびん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんする

ためのもの（原材料としてアルミニウムが利用

されているものを除く。） 

飲料用紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製

の容器であって飲料又はしょうゆを充てんする

ためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上

記以外のもの 

ペットボトル以外のプラスチ

ック製容器包装 

 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

(法第８条第２項第４号) 

 
       2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

主としてスチ

ール製の容器 
99t 99t 99t 99t 99t 

主としてアル

ミ製の容器 
163t 163t 163t 163t 163t 

無色のガラス

製容器 

(合計) 

475t 
(合計) 

476t 
(合計) 

477t 
(合計) 

477t 
(合計) 

477t 

          

0t 475t 0t 476t 0t 477t 0t 477t 0t 477t 

茶色のガラス

製容器 

(合計) 

238t 
(合計) 

238t 
(合計) 

238t 
(合計) 

238t 
(合計) 

238t 

          

0t 238t 0t 238t 0t 238t 0t 238t 0t 238t 

その他のガラ

ス製容器 

(合計) 

255t 
(合計) 

255t 
(合計) 

255t 
(合計) 

255t 
(合計) 

255t 

          

0t 255t 0t 255t 0t 255t 0t 255t 0t 255t 
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(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

(引渡量)    (独自処理量) 

 

主として紙製

の容器であっ

て飲料を充て

んするための

もの（原材料

としてアルミ

ニウムが利用

されているも

のを除く。） 

2t 2t 2t 2t 2t 

主としてダン

ボール製の容

器 
1,086t 1,088t 1,089t 1,090t 1,090t 

主としてポリ

エチレンテレ

フ タ レ ー ト

（PET）製の容

器であって飲

料又はしょう

ゆを充てんす

るためのもの 

(合計) 

 

352t 

(合計) 

 

353t 

(合計) 

 

353t 

(合計) 

 

353t 

(合計) 

 

353t 

          

346t 6t 347t 6t 347t 6t 347t 6t 347t 6t 

主としてプラ

スチック製の

容器包装であ

って上記以外

のもの 

(合計) 

1,855t 
(合計) 

1,858t 
(合計) 

1,860t 
(合計) 

1,861t 
(合計) 

1,861t 

          

1,855t 0t 1,858t 0t 1,860t 0t 1,861t 0t 1,861t 0t 

 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条第６項に規定する主務省令で定め

る物の量の見込みを以下のとおりとした。 

 

直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

 

また、人口変動率は過去の人口変動等を勘案し、以下の表のとおり設定した。 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

100.22% 100.16% 100.11% 100.06% 100.00% 

注：表中の数値は対前年度比を示す。 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項 

(法第８条第２項第５号) 

 

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

(法第８条第２項第６号) 

 

ガラスびん、飲料用紙パック、ダンボール及びペットボトル以外のプラスチッ

ク製容器包装については民間施設で、缶及びペットボトルについては市の施設で、

選別、圧縮及び保管等を行う。 

また、処理施設の老朽化等を考慮し、適正処理の維持を図るため、清掃関連施

設整備基本計画に基づき、令和６年度中の稼働開始を目指し資源物処理施設の整

備を進める。 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

・ 廃棄物減量等推進審議会において、ごみの減量及び再利用の促進等に関する

事項の審議を行う。 

・ ごみゼロ化推進員の活動を支援し、ごみの減量啓発、ごみの分別排出、資源

物の資源化及び再利用の促進等の自主的な地域活動を推進する。 


